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１ 目  的 

わが国における急速な少子化の進行等を踏まえ、国においては、平成１５年７月 

に次世代育成支援対策推進法（平成１５年法律第１２０号。以下「次世代育成支援

対策推進法」という。）を施行し、次代の社会を担う子どもが健やかに生まれ、育

つ環境の整備を図ってきたところですが、「次代の社会を担う子どもの健全な育成

を図るための次世代育成支援対策推進法等の一部を改正する法律（平成２６年法律

第２８号）」により、次世代育成支援対策推進法の有効期限を平成２７年３月末か

ら令和７年３月末まで１０年間延長すること等についての改正がされました。 

  また、近年、自らの意思によって職業生活を営み、又は営もうとする女性がその

個性と能力を十分に発揮して職業生活において活躍することが一層重要となってい

ることに鑑み、男女共同参画社会基本法（平成１１年法律第７８号）の基本理念に



のっとり、女性の職業生活における活躍の推進に関する法律（平成２７年法律第６

４号。以下「女性活躍推進法」という。）が平成２７年９月に施行されました。 

  これらを踏まえ、特定事業主としての立場から、伊東市役所職員を対象とした平 

成２８年度から令和２年度までの５年間を「伊東市次世代育成支援・女性職員の活 

躍の推進に関する特定事業主行動計画」の前期計画とし、令和３年度から令和７年 

度までの５年間を「伊東市次世代育成支援・女性職員の活躍の推進に関する特定事 

業主行動計画」の後期計画として策定しました。 

 令和６年には、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に

関する法律及び次世代育成支援対策推進法の一部を改正する法律（令和６年法律第

４２号）」により次世代育成支援対策推進法の有効期限が令和１７年３月末までに、

令和７年には、「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活

の充実等に関する法律等の一部を改正する法律（令和７年法律第６３号）」により

女性活躍推進法の有効期限が令和１８年３月末まで改正され、それぞれ１０年間延

長されたことにより、令和８年度から令和１２年度までの５年間を「第２次伊東市

次世代育成支援・女性職員の活躍の推進に関する特定事業主行動計画」の前期計画

として策定します。 

 

２ 計画期間 

  令和８年４月 1 日から令和１３年３月３１日まで 

 

３ 計画の推進体制 

⑴ 本計画の策定・変更並びに取組の実施状況及び数値目標の達成状況の点検・評 

 価等を行い、組織全体で継続的に次世代育成支援対策や女性の職業生活における 

更なる活躍の推進を図ります。 

⑵ 次世代育成支援対策や女性の職業生活における活躍に関する職員に対する研修・ 

情報提供等を実施するとともに、全職員に行動計画の内容を周知します。 

⑶ 本計画の実施状況については、職員のニーズを踏まえ、適宜その後の対策の実

施や計画の見直し等を図ります。 

 

４ 状況の把握等 



 ⑴ 職員の男女の給与の額の差異（男性の給与に対する女性の給与の割合） 

  ア 全職員に係る情報（令和６年度） 

   （ア） 任期の定めのない常勤職員 ８９．０％ 

   （イ） 任期の定めのない常勤職員以外の職員 １０３．８％ 

   （ウ） 全職員 ７０．６％ 

  イ 任期の定めのない常勤職員に係る役職段階別及び勤続年数別（令和６年度） 

   （ア） 役職段階別 

    あ 本庁部局長相当職 ９９．６％ 

い 本庁次長・課長相当職 ９９．１％ 

  う 本庁課長補佐相当職 ９６．７％ 

え 本庁係長相当職 ９７．５％ 

   （イ） 勤続年数別 

    あ ３６年以上 ８３．３％ 

    い ３１～３５年 ９２．２％ 

    う ２６～３０年 ９５．４％ 

    え ２１～２５年 ８８．０％ 

    お １６～２０年 ８９．５％ 

    か １１～１５年 ９４．６％ 

    き ６～１０年 ９２．１％ 

    く １～５年 ８９．８％ 

 ⑵ 採用した職員に占める女性職員の割合 

  ア 任期の定めのない常勤職員（令和７年４月１日付け採用）４１．７％（３６ 

人中１５人が女性職員） 

  イ 会計年度任用職員（令和７年４月３０日時点採用者数）８３．７％（３３７ 

人中２８２人が女性職員） 

 ⑶ 採用試験の受験者の総数に占める女性の割合（令和７年度実施試験） 

   任期の定めのない常勤職員 ４４．２％（１１３人中５０人が女性） 

 ⑷ 平均した継続勤務年数の男女の差異及び女性職員の割合 

  ア 在職職員（任期の定めのない常勤職員） 令和７年４月１日現在 

    男性１８年１１月 女性１６年７月 ４５．０％（５９８人中２６９人が女



性職員） 

  イ 令和６年度退職職員（任期の定めのない常勤職員）  

（ア） 定  年 男性２９年０月 女性３４年０月  

７５．０％（４人中３人が女性職員） 

（イ） 定年以外 男性３２年１０月 女性２４年６月 

４７．６％（２１人中１０人が女性職員） 

⑸ 職員１人当たりの各月ごとの超過勤務時間（令和６年度） 

  ア 管理職以外（５級・６級以外）職員数 ５５３人（令和６年４月１日現在） 

                               単位：人、時間 

月 ①実施人数 ②超過勤務時

間計 

１月当たり平均

超過勤務時間

（②/①） 

※１月当たり平均超過

勤務時間 

（②/５５３人） 

４ ４２５ ４，９４７ １２ ９ 

５ ４８９ ７，３５２ １５ １３ 

６ ４０９ ３，１１４ ８ ６ 

７ ３７５ ２，６４５ ７ ５ 

８ ４１５ ３，４５８ ８ ６ 

９ ３８４ ２，９７５ ８ ５ 

１０ ４８１ ７，７２３ １６ １４ 

１１ ３８６ ２，６９４ ７ ５ 

１２ ４００ ３，６２０ ９ ７ 

１ ４０７ ４，４８２ １１ ８ 

２ ４１５ ３，８０５ ９ ７ 

３ ４２３ ５，２３２ １２ ９ 

平均 ４１７ ４，３３７ １０ ８ 

 

イ 管理職職員数 ４２人（令和６年４月 1 日現在） 

                               単位：人、時間 

月 ①人数 ②超過勤務時 １月当たり平均 ※1 月当たり平均超過勤 



間計 超過勤務時間

（②/①） 

務時間（②/４２人） 

４ ４ ７６ １９ ２ 

５ ２ ５６ ２８ １ 

６ ８ ７６ １０ ２ 

７ ３ ３６ １２ １ 

８ ８ １０８ １４ ３ 

９ ６ ８４ １４ ２ 

１０ ３ ６４ ２１ ２ 

１１ ５ ７２ １４ ２ 

１２ ９ ７２ ８ ２ 

１ ７ １１２ １６ ３ 

２ ７ ７２ １０ ２ 

３ ４ ８８ ２２ ２ 

平均 ６ ７６ １３ ２ 

 

⑹ 管理的地位にある職員に占める女性職員の割合（令和７年４月１日現在） 

※ 管理的地位にある職員 本庁課長相当職以上である職員をいう。 

１１．９％（４２人中５人が女性職員）  

⑺ 各役職段階にある職員に占める女性職員の割合及びその伸び率（令和７年４月 

 １日現在）  

  ア 本庁部局長相当職 ９．１％（１１人中１人が女性職員）前年度比±０．０％ 

イ 本庁次長・課長相当職 １２．９％（３１人中４人が女性職員）前年度比０．

４％増 

ウ 本庁課長補佐相当職 ３６．５％（１１５人中４２人が女性職員）前年度比

０．３％減 

エ 本庁係長相当職 ３７．８％（７４人中２８人が女性職員）前年度比２．２％  

 減 

⑻ 男女別の育児休業取得率及び取得期間の分布状況（令和６年度新規取得者） 



  ア 男性職員 ４人（配偶者が出産した職員のうち、４４．４％の職員が取得） 

    ６月以下       ４人 

  イ 女性職員 １０人（出産した職員のうち、１００％の職員が取得） 

    ６月以下       ０人 

６月超え１年以下   ２人 

    １年超え１年６月以下 ３人 

    １年６月超え２年以下 １人 

    ２年超え２年６月以下 ４人 

    ２年６月超え     ０人 

⑼ 男性職員の配偶者出産休暇及び育児参加のための休暇取得率及び取得日数の分 

 布状況（令和６年度中） 

  ア 休暇取得率  ６２．５％（８人中５人） 

  イ 平均取得日数 ０．９日（７．５日／８人） 

    ５日未満 ２人 

    ５日以上 １人 

⑽ セクシュアルハラスメント等対策の整備状況 

伊東市役所では、行政サービスの向上を目指して、全ての職員がハラスメント

についての理解を深め、お互いを尊重しながら公務能率の向上を図るとともに、

働きやすい良好な職場環境づくりを促進することを目的として、本市職場におけ

るハラスメントに関する定義、責務、相談等、ハラスメントの予防及び防止を図

る上での基本原則となる方針、対処内容等を規定した「伊東市ハラスメントの防

止等の対応に関する指針」を令和７年１２月に制定した。本市では、この指針に

基づき、全ての職員がハラスメントに関する正しい知識と具体的な対策について

共通の認識を持って職務に当たり、ハラスメント対策に職場全体として取り組ん

でいきます。 

 

５ 女性の活躍の推進に向けた数値目標 

 ⑴ 令和１２年度までに任期の定めのない常勤職員である男性の給与に対する女性

の給与の割合が９０％以上となるよう努めます。 

 ⑵ 採用した職員（任期の定めのない常勤職員）に占める女性職員の割合５０．０％ 



以上を維持します。 

⑶ 令和１２年度までの間、平均超過勤務時間を令和６年度実績に基づき、１０時

間以下を維持します。 

 ⑷ 令和１２年度までに対象となる男性職員の育児休業取得率が８５％以上となる

よう努めます。 

 

６ 女性の活躍の推進に向けた数値目標を達成するための取組及び実施時期 

⑴ 時間外勤務の縮減 

ア ノー残業デーの実施 

（ア） ノー残業デーを設定し、庁内放送、庁内メール等による注意喚起に努めま 

す。 

（イ） 管理職は、時間外勤務を命令した職員がいる場合にも、他の職員が退庁し 

やすい職場環境を整備します。 

  イ 事務の簡素効率化の推進 

   （ア） 新たに行事等を実施する場合には、目的、効果、必要性等について十分検 

討の上実施し、あわせて、既存の行事等との関係を整理し、廃止できるもの 

は廃止するよう配慮します。 

   （イ） 会議等を行う場合は、会議資料の事前配布などにより、短時間で効率よく 

行うよう心掛けます。 

   （ウ） 職員一人一人が業務の効率的な遂行を心掛けます。 

  ウ 時間外勤務の縮減のための意識啓発等 

   （ア） 管理職は、部、課の時間外勤務の状況及び時間外勤務の特に多い職員の状 

況を把握して、時間外勤務に関する認識の徹底を図ります。 

   （イ） 職員は、日頃の仕事において、時間外勤務の縮減が図られるよう心掛けま 

す。 

  エ その他 

   （ア） 小学校就学始期に達するまでの子どものいる職員及び日常生活を営むのに

支障がある職員の深夜勤務及び時間外勤務を制限（３歳未満の子を養育する

職員が請求した場合は時間外勤務を命じることができない。）並びに時間外

勤務を免除する制度について、周知徹底を図ります。 



   （イ） 時間外勤務の多い職員に対する健康診断の実施等、健康面における配慮を 

充実させます。  

 ⑵ 女性職員の様々な生活実態に合わせ、管理職登用に向けたキャリア形成を推進 

するとともに、仕事への意欲を向上させることを目的とした研修等を実施します。 

 ⑶ 女性の職業生活における活躍の観点に配慮した人材育成活用基本指針の改定作 

業を行います。 

⑷ 男性職員の子育て目的の休暇等の取得促進 

ア 子どもの出生時における父親の特別休暇及び育児参加のための年次有給休暇 

の取得促進について、周知徹底を図ります。 

イ 管理職は、父親が子どもの出生時等の場合に連続休暇を取得できるよう、職

場での応援体制を整備します。 

ウ 育児には、家族のサポートだけでなく、職場のサポートも必要であることか 

ら、職場の同僚が、連続休暇を取得しやすい職場環境を整備します。 

 

７ その他の取組 

⑴ 女性職員への妊娠中及び出産後における配慮 

ア 母性保護及び母性健康管理の観点から設けられている特別休暇等の制度につ 

いて、周知します。 

イ 出産費用の給付等の経済的支援措置について、周知します。 

ウ 管理職は、妊娠中の職員の健康や安全に配慮し、必要に応じて業務分担の見

直しを行います。 

エ 管理職は、妊娠中の職員に対しては、本人の希望に応じ、原則として時間外

勤務を命じないよう配慮します。 

⑵ 育児休業等を取得しやすい環境の整備等 

ア 男性職員の育児休業等の取得促進 

    男性職員も育児休業、育児短時間勤務又は育児時間を取得できることについ 

て、周知します。 

イ 育児休業制度の周知 

育児休業等の取得手続や経済的な支援等について、周知します。 

ウ 育児休業等を取得しやすい職場環境の整備 



（ア） 管理職は、育児休業の取得の申出があった場合、業務に支障が出ないよう、 

代替要員の確保や必要に応じて業務分担の見直しを行います。 

（イ） 管理職は、３歳未満の子を養育する男性職員が、積極的に育児に携わるこ 

とができるよう、育児休業や年次有給休暇を取得しやすい職場環境の創出を

図ります。 

（ウ） 職員から育児休業の請求があった場合に、人員配置等によって当該職員の   

    業務を処理することが難しいときは、会計年度任用職員等を活用して、業務 

の円滑な執行を図ります。 

エ 育児休業を取得した職員の円滑な職場復帰の支援 

（ア） 円滑な業務執行ができるよう、復職時に職場内研修等を実施します。 

（イ） 管理職は、育児休業から復帰した職員が仕事に慣れることに時間がかかる 

上、子どもの急な発熱などに対応しなければならないため、職場での応援体

制を整備します。 

  オ 子育てを行う女性職員の活躍推進に向けた取組 

（ア） 女性職員を対象とした取組として、育児休業を取得する女性職員等に対す 

る適切なキャリア形成支援や、管理職に必要なマネジメント能力等の付与の 

ためのキャリア形成支援に努めます。 

（イ） 育児などの女性職員の状況に配慮した人事運用や、女性職員の活躍推進、 

仕事と生活の調和の推進に関する管理職研修等に取り組みます。 

以上のような取組を通じて、育児休業等の取得率を高めていきます。 

⑶ 休暇の取得の促進 

  ア 年次有給休暇の取得の促進 

   （ア） 各課（事務所・局）においては、年間の業務計画に基づき、おおむね四半 

期ごとに休暇計画書を作成し、職員の計画的な年次有給休暇の取得促進を図 

ります。 

   （イ） 職員は、年間の年次有給休暇の取得目標日数を設定し、その確実な実行を 

図ります。 

   （ウ） 管理職は、年次有給休暇の取得促進を図るため、事務処理の相互応援がで 

きる体制を整備します。 

イ 連続休暇等の取得の促進 



（ア） 国民の祝日、夏季休暇、通年リフレッシュ休暇等とあわせた年次有給休暇 

の取得促進を図ります。 

（イ） ゴールデン・ウィークやお盆期間及び年末年始における公式会議を自粛し 

ます。 

 ⑷ 子の看護等を行うための特別休暇の取得の促進 

  ア 子の看護等のための特別休暇制度について周知します。 

  イ 急な休暇でも困らないよう、職場での応援体制を整備します。 

 ⑸ 子ども・子育てに関する地域貢献活動 

  ア 子どもの体験活動等の支援 

（ ア） 子ども・子育てに関する活動等の地域貢献活動に、職員の積極的な参加を 

支援します。 

   （イ） 地域活動に参加しやすい職場環境の創出を図ります。 

  イ 安全で安心して子どもを育てられる環境の整備 

（ア） 子どもを安全な環境で安心して育てることができるよう、地域住民等の自 

主的な防犯活動や少年非行防止、立ち直り支援の活動等への職員の積極的な 

参加を支援します。 

   （イ） 公用車を運転する職員に対し、交通安全講習会の実施や専門機関等による 

安全運転に関する研修の受講を支援します。 

 


